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～「コンパクトザウルス」型都市構造を目指して～ 

「コンパクトザウルス」について 
北九州市の拠点とこれらを結ぶ軸を骨格とする、都市構造型

キャラクター。子供たちをはじめ多くの人に、コンパクトなま
ちづくりに関心を持ってもらうため、現れました。街なか出身。 
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魚町３丁目２番地区の開発事業（位置図）  

 第７章 計画遂行に向けた取組 

７-４ 都市機能誘導区域で講じる施策 

（方向性１）街なか活性化に寄与する都市機能の誘導・集約 

医療・商業等の都市機能を都心・副都心や地域拠点に誘導し集約することにより、これらの各種

サービスの効率的な提供を図ります。 

 

施策 １ 都心・副都心、地域拠点における都市機能の整備 

No. 事業名等（担当課） 概要 

7

新 

魚町３丁目２番地区の開発事業 

（都市戦略局・事業推進課） 

本市の重要な商業拠点である本地区における防災機能の強化 

及び土地の高度利用による市街地の再編を図るため、区画整理と

再開発の一体的施行等の実施を目指します。 

 

 

 

 

 

 

※No.下段に「新」の記載があるものは、新規の追加施策 
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第８章 防災指針に関する事項 

８-６ 防災・減災対策の取組施策、スケジュール 

（４）市内全体の取組施策とスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

防災指針（具体的な取り組み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針に基づき、市内全体の課題に対応するため、災害リスクの回避・低減を明確にした上

で取組を定めるものとします。 

防災減災の取組は居住誘導区域内に関わらず、市内全域で今後も継続していきますが、人的被

害の発生が懸念される箇所などについては優先的に実施していきます。 

なお、取組については、必要に応じて随時追加・変更等を行います。取組の実施にあたっては、

防災まちづくりの長期的な視点を持って、短期（おおむね5年程度）、中期（おおむね10年程度）、

長期（おおむね20年程度）に区分し、実施プログラムとして各取組のロードマップを定めます。 

図  
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魚町３丁目２番地区の開発事業

本市の重要な商業拠点である本地区における防災機能の
強化及び土地の高度利用による市街地の再編を図るた
め、区画整理と再開発の一体的施行等の実施を目指す。
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● ・小倉北区魚町３丁目２番地区 民間●36


